
「指定通所介護事業」「第 1 号通所事業」 

重要事項説明書 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

介護保険事業所番号 ３３７０１１７０２４ 

 

 当事業所はご利用者に対して指定通所介護及び第 1 号通所事業を提供します。 

 事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り 

説明します。 

 

１．事業所 

（１）法人名  株式会社タイオン３６５ 

（２）法人所在地 岡山市北区西古松西町８－１７ 

（３）電話番号  ０８６－２５０－０３１０ 

（４）代表者氏名 代表取締役 藤井 大温 

（５）設立年月  平成２７年６月 

 

２．事業所の概要 

 （１）事業所の種類 指定通所介護事業  令和５年７月１日指定 

   第 1 号通所事業   令和５年７月１日指定 

 

 （２）事業所の目的 当事業所は、要介護者、要支援者及び第 1 号通所事業の事業対

象者に対し、その利用者が可能な限り居宅において、その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要

な日常生活上の支援（世話）及び機能訓練を行います。 

これにより、利用者の心身機能の維持回復、ならびに社会的孤

立感の解消を図るとともに、ご家族の身体的・精神的負担の軽

減を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すこ

とを目的とします。 

  

（３）事業所の名称 タイオンデイトレ平井 

 

 （４）事業所の所在地 岡山県岡山市中区平井４丁目 17-17 

 

 （５）電話番号 ０８６－２３０－３６６０ 

 

 （６）管理者氏名 笹井 貴博 



 （７）当事業所の運営方針 

   ① 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定通所介護及び第 1

号通所事業のサービス提供に努めます。 

   ② 地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村保険者、居宅介護支援事業 

 者、地域包括支援センター、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健 

 医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

   ③ 機能訓練を通し、利用者の残存機能の維持・向上とともに他者とのコミュニケーシ 

 ョンの支援や生きがいつくりに努めます。 

 

 （８）開設年月 令和 5 年 7 月１日 

 

 （９）利用定員 ５５名 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

 （１）通常の事業の実施地域は、岡山市（ただし、建部を除く）とする。   

 

 （２）営業日及び営業時間 

営業日 
（月）～（土）、祝日 

 ただし、12 月 30 日～1 月 3 日までを除く 

営業時間 （月）～（土）、祝日 8 時 30 分～17 時 30 分 

サービス提供時間  9 時 30 分～16 時 45 分 

 

４．職員の配置状況 

  当事業所では、ご利用者に対して指定通所介護サービス及び第 1 号通所事業のサービ 

  スを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

 〈主な職員の配置状況〉  

職種 人数 

１．事業所⾧（管理者） １名 

２．介護職員 ９名以上 

３．生活相談員 １名以上 

４．看護職員 １名以上 

５．機能訓練指導員（運動指導員） １名以上 

         ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

    



〈主な職種の勤務体制〉 

職種 勤 務 体 制 

１．生活相談員 勤務時間 8 時 30 分～17 時 30 分 

１．介護職員 勤務時間 8 時 30 分～17 時 30 分 

２．看護職員 勤務時間 8 時 30 分～17 時 30 分 

３．機能訓練指導員 勤務時間 8 時 30 分～17 時 30 分 

 

５．当事業所が提供するサービスの利用料金 

  当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

   ・指定通所介護事業（通常規模事業所） 

   ・第 1 号通所事業（介護予防通所介護相当サービス） 

 

 （１）介護保険及び総合事業費のサービス 

 以下のサービスについては、利用料金の 7~9 割（厚生労働大臣または各市町村等

が定める額）が介護保険・事業費から給付されています。 

 〈サービスの概要〉 

  ① 入浴：利用者の入浴に関連する行為の介助を行います。 

  ② 排泄：利用者の排泄の介助を行います。 

  ③ 機能訓練：利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の減退

防止や維持向上のための訓練を実施します。 

  ④ 送迎サービス：ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。但し、通常の事業実

施地域外からのご利用の場合は、交通費（実費）をご負担頂きます。 

  

〈サービス利用料金〉 

   ・サービス料金については別表１、別表２を参照ください。 

   ・介護保険や事業費の給付額（単位数・単価）に変更があった場合、法令に従い利用

者負担額も変更になります。 

   ・第 1 号通所事業の料金については、保険者である各市町村等の規定に基づき、各市

町村等の定める利用料金となります。 

   ・利用者が介護保険料に未納がある場合には、自己負担額については別表に記した金    

額と異なることがあります。 

 

 （２）介護保険及び事業費の給付対象外となるサービス（全額自己負担） 

〈サービスの概要と利用料金〉 

  ① 通常の事業実施地域外への送迎 

 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で送迎を希望される場合は、通常

の事業実施地域を出てから１km につき 20 円をいただきます。 

  ② レクリエーション・クラブ活動 

 材料代等が必要なレクリエーションやクラブ活動に参加された場合、実費を頂き



ます。 

  ③ 日常生活上必要となる諸費用実費 

 ・紙パンツ代 110 円 

 ・パット代  30 円 

    ・その他日常生活に必要な物品を購入した場合は、その実費 

  ④ 食事代 

 食事代：１日あたり 800 円 

食事提供が不要の方：ドリンク代 110 円（希望者のみ） 

   

 （３）利用料金のお支払方法 

 上記（１）（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し請求しますので、翌々月 

 10 日までに以下の方法でお支払いください。 

 

 

 

 

（４）利用の中止、変更 

   ・利用者の都合等により、サービスの利用を中止または変更することができます。そ

の場合は、利用予定日の前日 15 時までに事業所にご連絡ください。 

   ・当日に利用中止の申し出をされた場合、下記のキャンセル料をお支払い頂きます。

但し、ご利用者の体調不良等正当な事由がある場合はこの限りではありません。 

キャンセル連絡の 

タイミング 
キャンセル料（サービス） キャンセル料（食事代） 

利用予定日の 

前日 15 時まで 
無料 無料 

前日 15 時以降～当日 
当日利用料金(自己負担相

当額)の 50％ 
800 円（全額） 

   ・サービスの変更（振替）を希望される場合、事業所の稼働状況により希望に添えな

い場合があります。その際は、他の利用可能日時をご相談させていただきます。 

 

（５）利用料金の滞納による措置  

利用料金のお支払いが滞った場合は、以下の手順にて対応し、最終的にサービスの

提供を終了（契約解除）させていただくことがあります。 

① 注意：お支払期限が過ぎた場合、速やかに口頭または書面にてお知らせいたします。 

② 督促・勧告：お支払いが 3 か月分に達したにもかかわらず、正当な理由なくお支払

いいただけない場合は、書面または口頭により期限を定めた督促および利用終了

の勧告を行います。 

③ 利用終了（契約解除）：上記勧告を行ってもなお改善が見られない場合には、本契

約を解除し、サービスの提供を終了させていただきます。 

金融機関口座からの自動引き落とし 

 ご利用できる金融機関：中国銀行、ゆうちょ銀行 他 



６．苦情の受付について 

 （１）当事業所における苦情の受付 

 当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

    ・苦情受付窓口  笹井 貴博（管理者） 

 ・受付時間  毎週月曜日～土曜日  9:00～17:00 

    ※但し、年末年始(12/30～1/3) 、日曜日を除く 

 

 （２）行政機関その他苦情受付機関 

岡山市役所介護保険課 
所在地 岡山市北区鹿田町一丁目 1 番 1 号 

電話:086-803-1240 FAX:086-803-1869 

岡山市役所事業者指導課 
所在地 岡山市北区大供 3-1-18KSB 会館 4 階 

電話:086-212-1012 FAX:086-221-3010 

岡山県国民健康保険団体連合会 
所在地 岡山市北区桑田町 17 番 5 号 

電話:086-223-8811 FAX:086-223-9109 

岡山県運営適正化委員会 
所在地 岡山市南方 2 丁目 13-1(きらめきプラザ) 

電話:086-226-9400 FAX: 086-226-9400 

 

７．緊急時の対応方法 

  サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者の主治医及びご家

族等へご連絡します。 

 １）主治医 

  病院名        

 担当医師       

 所在地        

 電話番号       

 

 ２）緊急連絡先（家族等） 

①氏名     （続柄    ） 

  住所        

  電話番号       

 

②氏名     （続柄    ） 

  住所        

  電話番号       

  ※携帯電話などつながりやすい連絡先をご記入ください。 

 

８．事故発生の対応 

 （１）事業者はサービス提供中に事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当

該利用者に関わる居宅介護支援事業所または地域包括支援センター等に連絡を行

うとともに、応急処置や医療機関への搬送など、必要な処置を取ります。 



 （２）事業所は、前項の事故の状況及び講じた処置について記録します。 

 

 （３）サービスの提供により、事業者の過失による賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行います。ただし、事業者に過失がない場合は、この限りではあ

りません。なお、事業者は損害賠償責任を円滑に履行するため、損害賠償責任保険

に加入しています。 

 

 （４）事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発防止に向けた検討会の開催

や職員への周知徹底を行う等、再発防止策を講じます。 

 

９．個人情報の取り扱いについて 

  事業者は、利用者及びその家族等の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」

及び関係法令を遵守し、適切に取り扱います。 

 

 （１）使用目的 

  ① サービス担当者会議において、利用者の状態や家族の状況を共有し、適切なケア

プランやサービス提供を行うために必要な場合。 

  ② 主治医、保険者（市町村）、他の介護サービス事業所等との連絡調整、及び照会へ

の回答に必要な場合。 

  ③ 事故発生時の市町村や家族への報告、及び損害賠償責任保険等に係る保険会社へ

の相談または届出等のために必要な場合。 

 

（２）個人情報を提供する事業所等 

  ① 居宅サービス計画（ケアプラン）に記載されている家族、事業所等の関係者 

  ② 各市町村等の公的機関及びそれに準ずる機関 

  ③ 主治医、医療機関（病院・診療所） 

  ④ その他、サービスの質向上や安全確保のために連携が必要と認められる機関 

 

（３）使用する期間 

    サービス利用契約期間中とします。ただし、契約前または期間終了後であっても、

個人情報の提供が必要と思われる事態が発生した場合は例外とし、公序良俗に則

して必要最小限の範囲内で個人情報を用いることがあります。 

 

（４）使用条件と同意 

  ① 個人情報の利用は必要最小限の範囲内とし、守秘義務を遵守し、関係者以外のもの

に漏れることのないよう細心の注意を図ります。 

  ② 個人情報を提供した場合は、その提供先、目的及び内容等を記録します。 

  ③ 事業者は、あらかじめ利用者または家族等から同意を得た範囲において、情報提

供を行います。 

④ 緊急時（生命・身体の保護に重大な影響がある場合）において、本人の同意を得る



時間的余裕が無い場合は、利用者の利益を最優先し、必要最小限の範囲で情報提供

を行うことが出来るものとします。 

 

10．虐待防止のための措置について 

  事業者は、利用者の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、以下の措置を講じます。 

① 体制の整備：虐待防止に関する責任者を設置し、苦情解決体制を整備します。  

虐待防止に関する責任者は、管理者とします。 

② 指針の整備：虐待防止のための指針を策定し、適切に運用します。 

③ 委員会の設置：虐待の防止及び早期発見のための「虐待防止委員会」を定期的に開

催し、その結果を職員に周知します。 

④ 研修の実施：職員に対し、虐待防止に関する研修を年 2 回以上、定期的におよび採

用時に実施します。 

⑤ 担当窓口：虐待の疑い等に関する相談・通報窓口を設置し、速やかに市町村等と連

携できる体制を確保します。 

 

11．成年後見制度の活用支援について 

  事業者は、利用者の人権擁護及び自立支援を図るため、成年後見制度の活用が必要と

判断される場合には、以下の支援を行います。 

① 利用者又は家族等に対し、成年後見制度の内容や手続き等について、情報の提供

や助言を行います。 

② 制度の活用が必要な場合は、担当の居宅介護支援事業者（地域包括支援センタ

ー）や各市町村の相談窓口等と密接に連携し、必要な調整を行います。 

③ 成年後見人等が選任されている場合は、当該後見人等と適切な連携を図り、利用

者の意思を尊重したサービス提供に努めます。 

 

12．身体的拘束等の禁止について 

（１）事業者は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制

限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行いません。 

 

（２）緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、切迫性、非代替性、一時性の3要件

を慎重に判断し、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由等を詳細に記録します。 

 

（３）事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じます。 

 ① 指針の整備：身体的拘束等の適正化のための指針を策定し、整備します。 

② 委員会の開催：身体的拘束等の適正化のための対策を検討する「身体的拘束適正化

検討委員会」を定期的に開催し、その結果を職員に周知徹底します。 

③ 研修の実施：従事者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に（年2

回以上）実施します。 



13．サービスに当たっての留意事項 

 （１）保険証等の提示 

サービス利用の際は、介護保険証、介護保険負担割合証を提示してください。また、

内容に変更があった場合は速やかにお知らせください。 

 

 （２）緊急時の営業中止・短縮等 

災害や事故等の発生により、利用者の安全確保が困難と判断した場合は、営業の中

止または提供時間の短縮を行うことがあります。判断基準は以下の通りです。 

  

【営業中止・サービス提供時間短縮の判断基準】 

  〈利用当日〉 

 午前 7 時の時点で事業所所在地域に別記警報が発令された場合には、午前 8 時 30

分までに利用者・家族・関係各位へ連絡の上、臨時休業とさせていただきます。

ただし、状況を踏まえながら警報発令時であっても、サービスを提供する場合も

ございます。 

※対象警報：暴風、大雨＋洪水（同時発令）、大雪、暴風雪、特別警報、地震警戒

宣言等 

 

〈利用中〉 

 サービス提供中に上記警報が発令された場合、または災害発生の危険が高まった

場合は、安全を最優先し、ご家族へ連絡の上、順次お送りさせていただきます。必

要時はサービス提供の中断又は短縮をさせていただく場合もございます。 

 

  〈その他〉 

① 気象警報の発令がない場合でも、異常気象及び地震による災害の発生が予想

される場合は、安全確保のため、利用者・家族等の判断で利用をお控えくだ

さい。 

② また、警報の発令がない場合でも、異常気象及び道路状況（積雪・冠水）に

より安全な送迎が困難と判断した場合は、サービスを中止または一部地域

（山間部等）の送迎を制限させていただくことがあります。 

 ③ ご家族の方は、災害関連の緊急時に連絡が取れるようご協力ください。 

 

 （３）業務継続計画（BCP）の策定 

    当事業所では、感染症の流行や自然災害が発生した場合であっても、必要なサービ

スを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続計画（BCP）を策定してい

ます。また、当該計画に基づき、定期的な研修及び訓練を実施し、緊急時の対応力

の向上に努めます。 

 

（４）持参品について 

現金（利用料支払い時を除く）や貴金属、高価な物品等の持参はご遠慮ください。    



万が一、紛失・破損等が生じた場合、原則事業者及び事業所では責任を負いかねま

す。 

 

14．サービス利用に当たっての禁止事項（契約書第 18 条参照） 

 利用者に安全かつ快適にサービスをご利用いただくため、以下の行為を禁止します。

これらの行為が認められ、改善の指示に従っていただけない場合は、利用契約を解除

させていただくことがあります。 

  ① 施設内での他の利用者・職員に対する執拗な宗教活動及び政治活動 

  ② けんか、口論、泥酔などで他の利用者に迷惑を及ぼす行為 

  ③ 同時に利用している他の利用者及びその家族等に関する秘密を漏らす行為 

  ④ 施設内の秩序、風紀を乱す行為、安全衛生を害する行為 

  ⑤ 施設や物品の故意による破損、持ち出す行為 

  ⑥ サービス利用に不要な物品の持ち込み 

  ⑦ 飲食物の持ち込み、持ち帰りならびに利用者間でのやりとり 

  ⑧ 利用者間・職員への物品の受け渡しおよび現金のやりとり 

  ⑨ 送迎時の途中下車（緊急時を除き制度上できません） 

  ⑩ サービス提供中・送迎時の喫煙 

  ⑪ 職員との私的なやり取り、付き合い 

  ⑫ 職員の指摘・注意に反する行為 

  ⑬ 暴力的・脅迫言動・セクハラ行為等不信行為 

  ⑭ 職員に対するハラスメント行為 

 

15．ハラスメントの防止 

事業所は、全ての利用者が安心してサービスを受けられる環境を守るため、職員及び利

用者に対するあらゆるハラスメント行為（身体的・精神的苦痛を与える言動等）の防止

に努めます。 

① 利用者又はご家族等による職員へのハラスメント行為が認められた場合は、誠実

な協議を行いますが、改善が見られない場合には、やむを得ずサービスの提供を終

了（契約解除）させていただくことがあります。 

② 職員から利用者に対するハラスメントも同様に厳禁とし、研修等を通じて防止を

徹底します。 

 

 

   



本書を２通作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各 1 通を保有するものとします。 

  

重要事項説明書に記載する内容について説明を行いました。 

 令和  年  月  日 

    事業者  住所  岡山市北区西古松西町 8-17 

      事業者名  株式会社タイオン３６５ 

      代表者名氏名 藤井 大温     印 

 

説明者  住所  岡山市中区平井４丁目 17-17 

      事業者名  タイオンデイトレ平井 

      説明者氏名  職種： 

      氏名：       印 

 

 重要事項説明書に記載する内容について、説明を受け、同意します。 

 令和  年  月  日 

    利用者  住所   

 

      氏名       印 

 

 

 利用者は、署名できないため、利用者本人の意思を確認のうえ、私が利用者に代わって 

 その署名を代行します。 

 ［署名代行者］ 

 住所 

 

 氏名     印（続柄     ） 

 

 電話番号 

 

  



別表１ 提供するサービスの利用料、利用者負担額について（通所介護サービス） 

 

基本報酬（事業所規模）：通常規模 

サービス提供区分 提供時間帯 単位数 
ご利用者様負担額 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

３時間以上 

   ４時間未満 

要介護１  370 単位 376 円 751 円 1,126 円 

要介護２  423 単位 429 円 858 円 1,287 円 

要介護３  479 単位 486 円 972 円 1,458 円 

要介護４  533 単位 541 円 1,081 円 1,622 円 

要介護５  588 単位 597 円 1,193 円 1,789 円 

４時間以上 

   ５時間未満 

要介護１  388 単位 394 円 787 円 1,181 円 

要介護２  444 単位 451 円 901 円 1,351 円 

要介護３  502 単位 509 円 1,018 円 1,527 円 

要介護４  560 単位 568 円 1,136 円 1,704 円 

要介護５  617 単位 626 円 1,252 円 1,877 円 

５時間以上 

   ６時間未満 

要介護１  570 単位 578 円 1,156 円 1,734 円 

要介護２  673 単位 683 円 1,365 円 2,048 円 

要介護３  777 単位 788 円 1,576 円 2,364 円 

要介護４  880 単位 893 円 1,785 円 2,677 円 

要介護５  984 単位 998 円 1,996 円 2,994 円 

６時間以上 

   ７時間未満 

要介護１  584 単位 593 円 1,185 円 1,777 円 

要介護２  689 単位 699 円 1,398 円 2,096 円 

要介護３  796 単位 808 円 1,615 円 2,422 円 

要介護４  901 単位 914 円 1,828 円 2,741 円 

要介護５ 1008 単位 1,023 円 2,045 円 3,067 円 

７時間以上 

 ８時間未満 

要介護１  658 単位 668 円 1,335 円 2,002 円 

要介護２  777 単位 788 円 1,576 円 2,364 円 

要介護３  900 単位 913 円 1,826 円 2,738 円 

要介護４ 1023 単位 1,038 円 2,075 円 3,112 円 

要介護５ 1148 単位 1,164 円 2,328 円 3,492 円 

 

 

 

 

 

 

 

  



加算等 

加算名称 単位数 
ご利用者様 

負担額 
算定要件・回数等 

入浴介助加算Ⅰ 40 単位 

1 割  41 円 

入浴介助を実施した日数 2 割 81 円 

3 割 122 円 

個別機能訓練加算Ⅰ(イ) 56 単位 

1 割  57 円 
個別機能訓練を 

実施した日数 
2 割 114 円 

3 割 171 円 

個別機能訓練加算Ⅱ 20 単位 

1 割 21 円 

１か月につき 2 割 41 円 

3 割 61 円 

口腔機能向上加算 160 単位 

1 割 163 円 

１か月に２回を限度 2 割 325 円 

3 割 487 円 

送迎を行わない場合の減算 －47 単位 

1 割 -48 円 

片道につき１回 2 割 -96 円 

3 割 -143 円 

科学的介護推進体制加算 40 単位 

1 割 41 円 

１か月につき 2 割 81 円 

3 割 122 円 

栄養・口腔スクリーニング加算Ⅰ 

栄養・口腔スクリーニング加算Ⅱ 

20 単位 

5 単位 

1 割 
21 円 

5 円 

６か月に１回 2 割 
41 円 

10 円 

3 割 
61 円 

15 円 

介護職員処遇改善加算Ⅱ 所定単位数の 9.0％を加算 １か月につき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別表２ 提供するサービスの利用料、利用者負担について（第 1 号通所事業） 

 

基本料金 

サービス提供区分 単位数 
ご利用者様負担額 

1 割 2 割 3 割 

通常の場合 

(月ごとの定額制) 

要支援 1 

事業対象者 
1,798 単位 1,824 円 3,647 円 5,470 円 

要支援 2 3,621 単位 3,672 円 7,344 円 11,015 円 

日割りとなる場合 

要支援 1 

事業対象者 
59 単位 60 円 120 円 180 円 

要支援 2 119 単位 121 円 242 円 362 円 

 

加算 

加算名称 単位数 
ご利用者様 

負担額 
算定回数等 

口腔機能向上加算Ⅱ 160 単位 

1 割 163 円 

1 か月につき 2 割 325 円 

3 割 487 円 

科学的介護推進体制加算 40 単位 

1 割 41 円 

１か月につき 2 割 81 円 

3 割 122 円 

栄養・口腔スクリーニング加算Ⅰ 

栄養・口腔スクリーニング加算Ⅱ 

20 単位 

5 単位 

1 割 
21 円 

5 円 

６か月に１回 2 割 
41 円 

10 円 

3 割 
61 円 

15 円 

送迎を行わない場合の減算 －47 単位 片道につき 

介護職員処遇改善加算Ⅱ 所定単位数の 9.0％を加算 １か月につき 

 


